
提

出

者

赤

嶺

政

賢

平
成
十
七
年
八
月
五
日
提
出

質
問
第
一
一
四
号

大
分
県
大
分
市
の
舟
平
産
業
廃
棄
物
処
分
場
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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大
分
県
大
分
市
の
舟
平
産
業
廃
棄
物
処
分
場
に
関
す
る
質
問
主
意
書

産
業
廃
棄
物
処
分
場
を
め
ぐ
る
違
法
埋
立
、
不
法
投
棄
、
水
質
汚
染
等
が
全
国
的
に
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

九
州
に
お
い
て
も
、
去
る
五
月
に
は
、
福
岡
県
筑
紫
野
市
内
に
産
業
廃
棄
物
処
分
場
を
持
つ
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
に
対
し

て
、
福
岡
県
は
、
県
の
改
善
命
令
や
行
政
指
導
に
従
わ
な
い
と
の
理
由
で
、
同
社
に
処
分
業
、
施
設
設
置
な
ど
の
す
べ
て
の
許

可
を
取
り
消
す
行
政
処
分
を
行
っ
て
い
る
。

大
分
県
大
分
市
の
舟
平
産
業
廃
棄
物
処
分
場
は
、
安
定
型
の
処
分
場
で
あ
る
が
、
安
定
品
目
以
外
の
不
法
埋
立
、
処
分
場
の

排
水
に
よ
る
水
道
水
・
農
業
用
水
の
汚
染
、
豪
雨
に
よ
る
処
分
場
崩
壊
の
危
険
性
に
つ
い
て
、
地
域
住
民
は
、
長
き
に
わ
た
っ

て
指
摘
し
、
大
分
県
等
に
調
査
等
適
切
な
措
置
を
と
る
よ
う
に
要
請
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
産
業
廃
棄
物
処
分
業
者
の
施
設
許
可
権
者
で
あ
る
大
分
県
は
、
こ
う
し
た
住
民
の
要
請
に
対
し
て
、
こ
れ

ま
で
、
十
分
な
調
査
、
業
者
に
対
す
る
指
導
・
監
督
等
の
対
策
を
講
じ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
、
産
業
廃
棄
物
処
分
場
の
指
導
・
監
督
権
限
を
持
っ
て
い
る
大
分
市
は
、
初
め
て
、
搬
入
さ
れ
る
産
業
廃
棄
物
の
抜
き

打
ち
検
査
の
実
施
、
廃
棄
物
処
分
場
の
排
水
・
排
気
の
調
査
、
廃
棄
物
処
分
場
の
調
査
を
検
討
し
、
実
施
し
つ
つ
あ
る
よ
う
だ

が
、
住
民
は
、
十
分
な
調
査
と
結
果
に
つ
い
て
情
報
公
開
と
説
明
を
求
め
る
と
と
も
に
、
処
分
業
者
に
対
す
る
指
導
、
監
督
の

一



徹
底
を
も
要
求
し
て
い
る
。

舟
平
産
業
廃
棄
物
処
分
場
問
題
に
つ
い
て
は
、
地
域
住
民
の
健
康
の
保
護
、
廃
棄
物
処
分
場
の
管
理
と
安
全
保
持
の
観
点
か

ら
、
政
府
と
し
て
も
、
実
態
の
把
握
に
努
め
る
と
と
も
に
、
大
分
県
、
大
分
市
へ
の
適
切
か
つ
厳
格
な
指
導
が
求
め
ら
れ
て
い

る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

大
分
市
舟
平
産
業
廃
棄
物
処
分
場
は
、
一
九
九
二
年
大
分
県
が
設
置
を
許
可
し
た
が
、
こ
の
地
域
は
大
分
市
の
水
道
水
の

水
源
保
安
林
で
あ
り
、
森
林
を
伐
採
し
て
更
地
に
し
た
う
え
で
深
い
渓
谷
の
入
り
口
を
土
の
堰
堤
で
塞
ぎ
、
渓
谷
を
二
〇
ｍ

か
ら
三
〇
ｍ
掘
り
下
げ
、
そ
の
中
に
廃
棄
物
を
投
入
す
る
と
い
う
安
定
型
施
設
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
ね
て
か
ら
そ
の
工
法

は
、
豪
雨
等
に
よ
り
決
壊
の
恐
れ
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
現
に
操
業
開
始
一
カ
月
後
に
降
雨
の
た
め
に
土
堰
堤
が
崩

壊
し
、
廃
棄
物
が
土
石
流
と
と
も
に
広
範
囲
に
流
出
し
、
業
者
は
二
ヶ
月
間
の
操
業
停
止
を
受
け
た
。
業
者
は
決
壊
し
た
土

堰
堤
に
盛
土
に
よ
る
修
復
で
、
大
分
県
は
操
業
再
開
を
許
可
し
た
経
緯
が
あ
る
。

今
後
、
豪
雨
等
の
た
め
に
土
堰
堤
が
崩
壊
し
、
廃
棄
物
が
土
石
流
と
と
も
に
流
出
す
る
危
険
性
を
常
に
孕
ん
で
い
る
。

土
堰
堤
の
決
壊
に
備
え
た
予
防
措
置
、
万
が
一
決
壊
し
た
場
合
の
応
急
措
置
、
修
復
措
置
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃

二



に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
上
は
、
廃
棄
物
処
分
業
者
が
責
任
を
負
っ
て
い
る
が
、
事
態
に

よ
っ
て
は
、
大
分
市
に
お
い
て
も
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
責
務
が
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

二

大
分
市
舟
平
産
業
廃
棄
物
処
分
場
は
、
安
定
型
処
分
場
で
あ
る
が
、
廃
棄
物
処
理
法
に
よ
れ
ば
、
安
定
型
処
分
場
の
場
合

に
は
、
構
造
自
体
が
簡
単
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
金
属
く
ず
、
ガ
ラ
ス
く
ず
、
陶
磁
器
く
ず
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
建
設

廃
材
の
安
定
五
品
目
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
有
害
物
質
を
含
ん
だ
り
、
分
解
し
て
有
害
物
質
を
発
生
し
た
り
す
る
も
の
、
腐

敗
す
る
よ
う
な
有
機
物
は
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
が
ど
う
か
。

三

大
分
県
は
、
舟
平
産
業
廃
棄
物
処
分
場
を
建
設
し
、
後
に
同
処
分
場
内
に
、
産
業
廃
棄
物
を
無
害
化
・
減
量
化
す
る
中
間

処
理
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
を
、
処
分
業
者
に
対
し
て
許
可
し
て
い
る
。

本
来
、
中
間
処
理
施
設
は
、
廃
棄
物
処
分
場
と
は
別
の
場
所
に
設
置
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
廃
棄
物
を
無
害
化
・
減
量
処

理
し
た
上
で
、
安
定
五
品
目
を
厳
格
に
選
別
し
廃
棄
物
処
分
場
に
搬
入
す
る
と
い
う
の
が
原
則
で
は
な
い
の
か
。

四

地
域
住
民
は
、
産
業
廃
棄
物
処
分
場
内
に
中
間
処
理
施
設
を
設
け
た
た
め
に
、
産
業
廃
棄
物
の
最
終
処
分
場
へ
持
ち
込
む

安
定
五
品
目
と
中
間
処
理
施
設
へ
持
ち
込
ま
れ
る
廃
棄
物
の
分
別
が
適
切
に
行
わ
れ
ず
、
同
処
分
場
に
安
定
五
品
目
以
外
の

廃
棄
物
の
投
棄
が
な
さ
れ
て
い
る
疑
い
が
強
い
と
し
て
、
大
分
県
や
大
分
市
に
対
し
て
調
査
等
を
強
く
要
望
し
て
い
る
。

三



大
分
市
は
、
搬
入
業
者
の
抜
き
打
ち
調
査
で
、
廃
棄
物
処
分
場
に
安
定
五
品
目
以
外
の
産
業
廃
棄
物
が
投
棄
さ
れ
て
い
る

事
実
を
つ
か
ん
で
い
る
。

廃
棄
物
処
分
場
の
埋
め
土
の
割
れ
目
か
ら
し
ば
し
ば
白
煙
が
あ
が
り
、
悪
臭
が
発
生
し
、
ど
す
黒
い
汚
水
が
排
出
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
汚
水
に
つ
い
て
、
大
分
県
が
指
定
し
た
機
関
が
水
質
を
分
析
し
た
結
果
、
Ｂ
Ｏ
Ｄ
（
生
物
化
学
的
酸
素
要
求

量
）
は
八
七
〇
で
基
準
値
の
四
三
・
五
倍
、
Ｃ
Ｏ
Ｄ
（
化
学
的
酸
素
要
求
量
）
は
三
七
〇
で
基
準
値
の
九
・
二
五
倍
の
数
値

に
達
し
て
い
る
。
専
門
家
は
、
埋
め
ら
れ
た
廃
棄
物
は
、
地
下
で
化
学
反
応
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
悪
臭

を
発
す
る
ガ
ス
は
、
硫
化
水
素
や
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
の
有
毒
ガ
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
、

水
道
水
や
農
業
用
水
へ
の
汚
染
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
大
分
県
は
、
調
査
方
法
や
調
査
結
果
の
公
表
を
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
明
確
な
根
拠
を
な
ん
ら
示

さ
ず
に
、
住
民
に
対
し
て
は
「
有
毒
ガ
ス
の
排
出
は
な
い
」
と
の
姿
勢
を
と
り
続
け
て
き
た
。

二
〇
〇
五
年
一
月
、
野
津
原
町
の
合
併
に
伴
っ
て
、
舟
平
産
業
廃
棄
物
処
分
場
の
指
導
・
監
督
権
限
は
、
大
分
市
に
移
管

さ
れ
た
。
同
市
は
、
住
民
の
強
い
調
査
要
求
に
対
し
て
、
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
、
ガ
ス
、

汚
水
、
水
質
の
調
査
、
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
実
施
さ
れ
ず
、
な
に
も
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

四



大
分
県
と
大
分
市
は
、
汚
水
等
や
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
調
査
を
し
て
、
地
域
住
民
に
公
表

し
説
明
す
べ
き
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
。
政
府
の
所
見
を
伺
い
た
い
。

大
分
県
と
大
分
市
が
必
要
か
つ
十
分
な
調
査
を
実
施
し
な
い
と
い
う
の
は
、
廃
棄
物
処
理
法
に
照
ら
し
て
問
題
が
あ
る
と

考
え
る
が
ど
う
か
。

五

大
分
県
は
、
二
〇
〇
三
年
八
月
、
舟
平
産
業
廃
棄
物
処
分
場
か
ら
水
温
三
〇
度
か
ら
三
五
度
の
悪
臭
を
発
す
る
ど
す
黒
い

排
水
が
流
出
し
た
際
に
、
住
民
の
指
摘
で
初
め
て
廃
棄
物
処
分
業
者
に
対
し
て
指
示
し
、
排
水
浄
化
装
置
の
設
置
を
講
じ
さ

せ
た
の
で
あ
る
。

本
来
、
安
定
五
品
目
を
処
理
す
る
処
分
場
で
、
汚
水
が
排
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
排
水
浄
化
装
置
は
必
要

の
な
い
も
の
で
あ
る
。
処
分
業
者
に
よ
れ
ば
、
「
廃
棄
物
処
理
法
改
定
前
の
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る

予
防
措
置
を
と
っ
た
も
の
」
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
が
、
事
実
だ
と
し
て
も
、
法
改
正
前
の
こ
と
と
は
い
え
、
廃
棄
物
処
分
場
に
は
安
定
五
品
目
以
外
の
廃
棄
物
が
投
棄

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
廃
棄
物
が
現
存
す
る
限
り
、
ガ
ス
の
発
生
、
汚
水
の
流
出
は
続
く
こ
と
に
な
る
。
浄
化
装
置
を
つ
け
た
と
い
う
が
、

五



有
害
物
質
等
が
含
ま
れ
た
汚
水
を
濾
過
で
き
る
の
か
ど
う
か
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
上
、
中
間
処
理
施
設
の
設
置
に
よ
っ
て
、
厳
格
な
分
別
が
な
さ
れ
ず
に
、
安
定
五
品
目
以
外
の
廃
棄
物
が
処
分
場
に

投
棄
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
一
層
重
大
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
対
策
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

政
府
と
し
て
も
、
ガ
ス
、
汚
水
等
の
調
査
、
不
法
投
棄
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
実
態
を
調
査
し
、
結
果
を
、
住
民
に

公
表
し
て
、
疑
惑
に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た
す
よ
う
に
、
大
分
県
と
大
分
市
に
対
し
て
、
厳
格
な
指
導
を
す
べ
き
と
考
え

る
が
ど
う
か
。

六

舟
平
産
業
廃
棄
物
処
分
場
に
、
二
〇
〇
三
年
頃
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
ダ
ン
プ
カ
ー
に
よ
る
県
内
廃
棄
物
の
搬
入
（
一
日
平

均
二
〇
台
）
に
加
え
て
、
札
幌
、
名
古
屋
、
愛
媛
県
な
ど
全
国
各
地
か
ら
大
型
ト
レ
ー
ラ
ー
に
よ
る
大
量
の
廃
棄
物
の
搬
入

（
一
日
平
均
三
〇
台
）
が
行
わ
れ
、
団
地
内
へ
の
騒
音
被
害
、
道
路
の
破
損
が
生
じ
て
い
る
。

こ
の
県
外
か
ら
の
大
量
の
廃
棄
物
の
搬
入
に
つ
い
て
、
業
者
の
中
に
は
、
「
大
分
県
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
等
指
導

要
綱
」
の
第
一
九
条
の
搬
入
協
議
書
の
提
出
、
す
な
わ
ち
排
出
事
業
者
に
課
し
て
い
る
義
務
を
無
視
し
て
行
っ
て
い
る
ケ
ー

ス
も
少
な
く
な
い
。

こ
う
し
た
県
外
か
ら
の
大
量
の
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
は
、
産
業
廃
棄
物
処
分
場
設
置
の
許
可
条
件
の
緩
和
措
置
に
よ
っ

六



て
、
廃
棄
物
処
分
場
を
拡
大
し
、
渓
谷
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
そ
の
中
に
廃
棄
物
を
投
入
す
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
な
っ
て

い
る
。

廃
棄
物
処
理
法
上
、
大
量
の
産
業
廃
棄
物
が
搬
入
さ
れ
、
そ
れ
が
住
民
生
活
や
環
境
等
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
場
合

に
は
、
大
分
県
及
び
大
分
市
の
裁
量
に
よ
っ
て
、
県
外
か
ら
の
産
業
廃
棄
物
の
搬
入
の
制
限
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
で

き
る
の
で
は
な
い
の
か
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
制
限
、
規
制
を
し
て
い
る
都
道
府
県
、
政
令
市
等
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

七

現
在
、
全
国
に
は
、
産
業
廃
棄
物
処
分
場
は
二
、
六
五
五
施
設
が
所
在
す
る
と
し
て
い
る
が
、
都
道
府
県
・
政
令
市
別
に

ど
の
く
ら
い
存
在
す
る
か
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


